
質  問  書 

2020年 7月 9日 

「タイ国電子基準点に係る国家データセンター能力強化及び利活用促進プロジェクト 」 

 （公示日：2020年 6月 24日／公示番号：19a01360）について、質問と回答は以下の通りです。 

 

通番号 当該頁項目 質問 回答 

1 企画競争説明書 P.11 

第２ プロポーザル作成に係る留

意事項 

（２）業務の実施方針等 

「渡航が 10 月以降になった場合に事前に実施

できる国内業務についても提案があれば記載く

ださい」 とありますが、この国内作業は作業計

画・要員計画には記載しないという理解でよろし

いでしょうか？ 

ご理解の通り、作業計画・要員計画については

10 月に渡航を再開する想定で作成し、「渡航が

10 月以降になった場合に事前に実施できる国

内業務」があればご提案頂きますが、プロポー

ザル時点での作業計画・要員計画に記載する

必要はありません。 

2 企画競争説明書 P.17 

第３ 特記仕様書案 

２．プロジェクトの概要 

 （６）実施機関 

カウンターパート（CP）は NCDC 運用 WG（議長：

RTSD 局長）ですが、RD によれば、この WG は

NCDC の監督・モニター・評価を行う委員会で、タ

イ側関係機関の代表や学識経験者から構成され

ます。日々の運営維持管理やデータ配信等につ

いての技術移転は、NCDC 職員を直接対象にし

た方が効果的と思われますが、RD はこれらの者

への技術移転を排除しないと理解してよろしいで

しょうか。 

ご理解の通り、RDの記載がNCDC担当者を直

接技術移転の対象とすることを排除することは

ありません。 

電子基準点を保有するタイ政府機関が複数あ

り、CP を NCDC 運用 WG としていますが、

NCDC自体の運営は、RTSD職員を中心とした

NCDC 担当者が実施することになりますので、

実務上、技術移転を直接 NCDC 担当者に対し

て行うこととなります。 

3 企画競争説明書 P.17 

第３ 特記仕様書案 

２．プロジェクトの概要 

（６）実施機関 

配布資料 

特記仕様書案には、「NCDC Management 

Working Group （中略）が実施機関となり、本

業務のカウンターパートとなる。」とあり、RD の

Counterparts には、「For Output2: Executive 

Director of GISTDA or his/her designated 

成果２のカウンターパートは RD に記載の通

り、”Executive Director of GISTDA or his/her 

designated person”となります。但し、成果１と

密接に関係するため、NCDC 運用 WG（特に

RTSD）とは、常に情報共有していくことが求め



②RD GNSS CORS_Color 5P 

9．Counterparts 

 

person」とあります。本業務の成果 2のカウンタ

ーパートは NCDC運用WGか GISTDAのエク

ゼクティブダイレクターのどちらになるでしょう

か。 

られます。 

4 企画競争説明書 P.21 

第３ 特記仕様書案 

６．業務の内容 

（８）NCDCの運営方針に… 

３）NCDC の運営維持管理にかか

る技術移転 

C/P 関係者を集めた座学による技術移転（例え

ば、「計画管理/関係機関連携」など）を行う際の

技術移転実施場所は、C/P から提供されると考

えてよろしいでしょうか。 

ご理解の通り、技術移転の実施場所は CPから

提供されます。 

5 企画競争説明書 P.25 

第３ 特記仕様書案 

６．業務の内容 

（１４）パイロット事業の実施に係る

支援 

「パイロット事業の実施機関はタイ政府機関」と

ありますが、実施機関は「カウンターパート機

関」という理解でよろしいでしょうか？ 

ご理解の通り、実施機関はカウンターパート機

関を中心とするタイ政府機関となります。 

6 企画競争説明書 P.25 

第３ 特記仕様書案 

６．業務の内容 

（１４）パイロット事業の実施に係る

支援 

「タイ企業及び日本企業（JV 等含む）に再委託

することを想定している」と記載がありますが、

実施機関であるタイ政府機関ではなく、プロジェ

クトチームが企業と再委託契約を結ぶという事

になりますでしょうか？  

ご理解の通り、プロジェクトチームが企業等と再

委託契約を結ぶことになります。 

7 企画競争説明書 P.27 

第３ 特記仕様書案 

７．報告書等 

（3）業務報告書（月報） 

月報に添付する「調査業務日誌」に様式はござ

いますか？ない場合、具体的な記載事項をご提

示ください。 

国内業務に対してのみ「調査業務日誌」（日報）

を作成し、月報へ添付することになります。「調

査業務日誌」の様式はありませんが、業務従事

者毎に業務従事日と業務概要 1～2行程度を記

載いただくことを想定しています。 



8 企画競争説明書 P.28 

第４ 業務実施上の条件 

６．現地再委託 

「なお、提案する現地再委託については本見積

り（定額）とする。（ア）パイロット事業実施に係る

費用」 とありますが、これは「パイロット事業実

施に係る費用（再委託費）：60,000千円」を本見

積に定額計上するという理解でよいでしょうか？ 

ご理解の通り、「（ア）パイロット事業実施に係る

費用」は「60,000千円」を本見積に定額計上くだ

さい。 

9 配布資料 

②RD GNSS CORS_Color P.6 

14.Pilot Projects utilizing Precise 

Positioning Data distributed by 

NCDC in Thailand 

 

タイ側から Pilot Projects に係る必要な許認可

の取得等に関するサポートが得られるとありま

すが、貴機構タイ事務所からもパイロット事業の

計画及び実施に係る協力が得られると考えてよ

ろしいでしょうか？例えば、パイロット事業の実

施場所の手配等へのご協力を想定しておりま

す。 

各パイロット事業の実施の際は、事前に JICAと

先方政府との間で、役割分担に関する覚書文

書を締結する予定です。その役割分担に関する

覚書の作成支援は受注者にお願いをする想定

です。この覚書文書に基づいた先方政府負担

事項の実施促進を、JICA としても支援する想定

です。 

10 配布資料 

②RD GNSS CORS_Color P.7 

Project Design Matrix 

 

PDM の「 Input」の「Thailand Side」に「Office 

Space and related facilities for the Project 

including Japanese experts」とありますが、

「related facilities」には、机、イス、キャビネッ

ト、エアコン、インターネット環境、プリンタ等は

含まれていますか。見積もりに計上すべき施設

等があれば提示ください。 

オフィススペースのみの提供と考え、その他必

要な設備の購入費用は 100 万円を定額計上と

して見積に計上お願い致します。 

11 第 1 企画競争の手続き 

7. プロポーザル等の提出 

(6)見積書（入札説明書 P.5） 

b)現地国内セミナーに係る（一般業務費）：

3,000千円、c)現地ワークショップへの周辺国関

係者の招聘に係る費用（一般業務費）：6,000千

円の定額計上が指示されていますが、コロナウ

ィルス対応（周辺国関係者の PCR 検査費用、

感染防止対策等）に必要な経費も精算可能と理

解してもよろしいでしょうか。 

ご理解の通り、精算可能です。コロナウｨルスの

対応（周辺国関係者の PCR 検査費用、感染防

止対策等）に係る費用については、企画競争説

明書の「第１ 7 （6）2）c）一般業務費のうち安

全対策経費に分類されるもの」にあたります

ので、別見積で計上をお願いいたします。 

12 第 3 特記仕様書案 第一ターム（業務開始～2021 年 9 月）、第二タ ご理解の通り、各タームの期間の変更提案も可



5. 実施方針及び留意事項 

(3)業務期間の分類（第一、第二、

第三ターム）（入札説明書 P.18） 

ーム（2021年 11月～2022年 3 月）、第三ター

ム（2022 年 4 月～2024 年 2 月）と指示されて

いますが、契約履行期間の分割同様、各ターム

の期間を変更提案することも可能と理解しても

よろしいでしょうか。 

能となります。 

13 第 3 特記仕様書案 

5. 実施方針及び留意事項 

(5)要求されるデータ品質にかかる

理解（入札説明書 P.19） 

「要求されるデータ品質」に関する指示ですが、

記述内容を拝見しますと、「要求されるサービス

レベル」も含まれると理解してもよろしいでしょう

か。 

また、「活動 1-2 を行う際に～」とありますが、サ

ービスレベルに主眼を置けば活動 1-2、データ

品質に主眼を置けば活動 1-4 が妥当ではない

でしょうか。 

ご理解の通り、「要求されるサービスレベル」も

「要求されるデータ品質」に含まれます。活動１

－２を行う際に、どのようなサービスレベルを満

たす必要があるのか、どのようなデータ品質を

確保する必要があるのかということを念頭に置

き、そのための NCDC の運営計画および運営

維持管理にかかる技術支援を行うことを想定し

ています。 

14 第 3 特記仕様書案 

6. 業務の内容 

(8)NCDC の運営方針に基づく、

NCDC 運営計画の更新及び運営

維持管理マニュアルの整備（入札

説明書 P.22） 

「2021 年 3 月頃、タイ政府による NCDC の機

材発注および運営維持管理計画が承認される

予定」とありますが、あくまでもタイ政府の予定

であり、今後、変更される可能性もあるとの理解

でよろしいでしょうか。 

ご理解の通り、現時点での想定であり、今後変

更される可能性があります。 

15 第 3 特記仕様書案 

6. 業務の内容 

(10) 高精度測位データ配信に係

る品質要件の策定、品質管理手

法の構築及び改善（活動１－４）

（入札説明書 P.24） 

活動 1-4 が該当するとのことですが、記述され

ている内容はサービスレベルが主と考えます。 

この「品質」とは、「サービス」と「配信データ」の

品質の双方が該当するとの理解でよろしいでし

ょうか。 

ご理解の通り、ここでの「品質」は「サービス」と

「配信データ」の双方が該当致します。 

16 第 3 特記仕様書案 

6. 業務の内容 

「成果２の活動にかかわる各機関の役割・責任

を整理し、利活用促進に向けた各機関の活動

プロジェクト関係機関の計画をパイロットプロジ

ェクトに選定する可能性もあります。その場合の



(13) 高精度測位データの利活用

促進のための枠組み構築及び活

動計画策定（活動２－１） 

（入札説明書 P.25） 

計画の策定支援を行う。」とありますが、プロジ

ェクト関係機関（5 機関）の計画をパイロットプロ

ジェクトに選定する可能性はありますでしょう

か。また、選定できる場合、費用の支援は可能

でしょうか。 

費用の支援に関しては、その項目、支援方法含

めて、プロジェクトの中で協議し、決定することと

なります。 

17 第 3 特記仕様書案 

6. 業務の内容 

(13) 高精度測位データの利活用

促進のための枠組み構築及び活

動計画策定（活動２－１） 

（入札説明書 P.25） 

パイロット事業に係る費用（再委託費）：60,000

千円を定額計上し、輸送、補償、保険費用等に

充当するとありますが、再委託先の人件費や機

材購入等の費用は想定されていますでしょう

か。 

具体的なパイロットプロジェクト及び委託先の選

定プロセスはプロジェクトの中で協議・決定さ

れ、また、パイロット事業の再委託にかかる支

出項目（機材の輸送に係る費用や必要と判断さ

れる補償、保険費用等）も、プロジェクトの中で

協議・決定されます。現時点では、一定規模以

上の人件費、機材購入費は、プロジェクト目標

の観点から、支出項目に含めないことを想定し

ています。 

 

以 上 

 


